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令和４年度人事行政の運営等の状況 

 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）職員採用の状況（令和４年度） 

  ア 一般職員採用なし 

  イ 消防職員採用なし 

（２）職員の退職状況（令和４年度） 

  ア 一般職員退職なし 

  イ 消防職員退職なし 

（３）部門別職員数の状況（令和５年４月１日現在） 

  ア 事務局総務課 ５名 

  イ 消防   １２０名（内事務局併任１名、徳島県派遣１名、吉野川市派遣１名） 

（４）年齢別職員数の状況                     （令和５年４月１日現在１２５人） 

区 分 20未満 
20以上

25未満 

25以上

30未満 

30以上

35未満 

35以上

40未満 

40以上

45未満 

45以上

50未満 

50以上

55未満 

55以上

60以下 

一般職員 ０ ０ ０ ０ ０ ２ ３ ０ ０ 

消防職員 ０ １３ ５ ２４ ２５ ２６ １６ ４ ７ 

合 計 ０ １３ ５ ２４ ２５ ２８ １９ ４ ７ 

  

２ 職員給与の状況（令和４年度） 

（１）人件費の状況（令和４年度普通会計決算） 

  ア 一般会計決算歳出額    １，２２７，３７０千円 

  イ 決算統計人件費額       ９６５，５１３千円 

  ※ 一般職員（事務局総務課職員）及び消防職員の給与、諸手当、共済費、退職

手当負担金に、連合長、議員、監査委員等、介護認定審査委員及び障害支援区

分認定審査委員の報酬等を合わせた額である。（一般職員と消防職員は行政職給

料表(一)を適用） 

（２）平均給与等月額及び平均年齢の状況（令和４年４月１日現在） 

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

２９２，２９９円 ３５９，９９０円 ３７．０歳 

（３）職員の初任給の状況              （令和４年４月１日現在） 

区 分 
 徳島中央広域連合 国 

初任給 採用２年経過 初任給 採用２年経過 

高 卒 150,600 円 158,900 円 150,600 円 158,900 円 
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（４）職員の経験年数別平均給料月額      （令和４年４月１日現在） 

区 分 
経験年数 

10 年以上 15 年未満 

経験年数 

15 年以上 20 年未満 

経験年数 

20 年以上 25 年未満 

高 卒 ２５７，３４１円 ３１４，６６２円 ３６８，７３５円 

 

（５）級別職員数の状況               （令和５年４月１日現在） 

区分 標 準 的 な 職 務 職員数（人） 構成比(%) 

７級 消防長、消防次長又は事務局長の職務 ３ ２．４ 

６級 
事務局次長、課長、署長、室長、主幹、副署

長又は副室長の職務 
９ ７．２ 

５級 
１ 課長補佐、署長補佐、室長補佐の職務 

２ 困難な業務を行う係長の職務 
３２(４) ２５．６ 

４級 
１ 係長､主査の職務 

２ 消防司令補の職務 
３１(１) ２４．８ 

３級 
１ 主任の職務 

２ 消防士長の職務 
２９ ２３．２ 

２級 

１ 特に高度の知識又は経験を必要とする

業務を行う職務 

２ 消防副士長の職務 

８ ６．４ 

１級 
１ 定型的な業務を行う職務 

２ 消防士の職務 
１３ １０．４ 

合    計 １２５(５) １００．０ 

  ※ （ ）内は一般職員  

 

（６）特別職の報酬の状況    （令和４年４月１日現在） 

区    分 報 酬 額 備 考 

連合長 ８０，０００円 年額 

副連合長 ３０，０００円 年額 

議長 ３０，０００円 年額 

副議長 ２０，０００円 年額 

議員 ２０，０００円 年額 

監査委員 
議員から選任 ６０，０００円 年額 

識見者から選任 １２０，０００円 年額 

選挙管理委員 ６，２００円 日額 

介護認定審査委員  ２１，０００円 日額 

障害者自立支援審査委員 ２１，０００円 日額 
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（７）職員手当の状況 

  ア 期末･勤勉手当             （令和４年度） 

区  分 期末手当 勤勉手当 

 ６月期 １．２月分 ０．９５月分 

１２月期 １．２月分 １．０５月分 

計 ２．４月分 ２．００月分 

加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置あり 

イ 住居手当                       （令和４年度） 

区  分 支 給 額 

借家、借間 

居 住 者 

･月額２５，０００円以下の家賃等を支払っている職員。（家賃

額から１４，０００円を控除した額。） 

・月額２５，０００円を超える家賃等を支払っている職員。（２

５，０００円を超える額の１／２に１１，０００円を加えた

額、ただし、最高支給限度額２８，０００円） 

ウ 退職手当                （令和４年４月 1 日現在） 

区   分 自 己 都 合 勧 奨 ・ 定 年 

勤続２０年以上 １９．６６９５ヶ月 ２４．５８６８７５ヶ月 

勤続２５年以上 ２８．０３９５ヶ月 ３３．２７０７５０ヶ月 

勤続３０年以上 ３４．７３５５ヶ月 ４０．８０３７５０ヶ月 

勤続３５年以上 ３９．７５７５ヶ月 ４７．７０９０００ヶ月 

最高限度額 ４７．７０９０ヶ月 ４７．７０９０００ヶ月 

※ 退職手当につきましては、徳島県市町村総合事務組合に事務委任してい

ます。 

エ 時間外勤務手当                   （令和４年度） 

支給人員 １１２人 

支給総額 １８，４７９，９０５円 

職員１人当たりの平均支給額 １６４，９９９円 

オ 休日勤務手当                  （令和４年度） 

支給人員 ９７人 

支給総額 ３２，２８５，３４２円 

職員１人当たりの平均支給額 ３３２，８３８円 

カ 特殊勤務手当                    （令和４年度） 

支給人員 ９７人 

支給総額 １０，８５２，６００円 

職員１人当たりの平均支給額 １１１，８８２円 
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特

殊

勤

務

手

当

の

種

類 

出動手当（隊員） 

  （150 円/回） 

消防活動、救急活動又は救助活動に隊

員として出動した職員 

出動手当（機関員） 

（250 円/回） 

消防活動、救急活動又は救助活動に機

関員として出動した職員 

救急救命士手当 

     （3,000 円/月） 
高規格救急車に乗務する救急救命士 

防災ヘリコプター隊員手当 

     （3,000 円/月） 

防災ヘリコプター隊員として勤務す

る職員 

非常招集手当 

（150 円/回） 

災害発生時に招集された職員 

夜間特殊勤務手当 

（500 円/回） 

交替制勤務職員として深夜勤務をし

た職員 

防疫等作業手当 

 

（1,000 円/日） 

感染症の予防及び感染症の患者に対

する法律第 6 条第 2項及び第 3 項に定

める感染症並びに連合長がこれらに

相当すると認める感染症の防疫等の

作業に従事した職員 

キ 扶養手当           （令和４年度） 

 支 給 月 額 

配偶者 ６，５００円 

子 １０，０００円 

１６歳～２２歳の子の加算 ５，０００円 

父母等 ６，５００円 

※ 扶養親族とは、主として職員に扶養されている者 

※ 子とは、満２２歳に達するまでの間にある子 

  ク 通勤手当          （令和４年度） 

自動車等を使用し通勤する者 

通 勤 距 離 支 給 額 

２ k m 以上～５ k m 未満 

５km 以上～１０km 未満 
１０km 以上～１５km 未満 
１５km 以上～２０km 未満 
２０km 以上～２５km 未満 
２５km 以上～３０km 未満 
３０km 以上～３５km 未満 
３５km 以上～４０km 未満 
４０km 以上～４５km 未満 
４５km 以上～５０km 未満 
５０km 以上～５５km 未満 
５５km 以上～６０km 未満 
６０km 以上 

２，０００円 

４，２００円 
７，１００円 

１０，０００円 
１２，９００円 
１５，８００円 
１８，７００円 
２１，６００円 
２４，４００円 
２６，２００円 
２８，０００円 
２９，８００円 
３１，６００円 
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３ 職員の勤務時間その他勤務条件の状況 

（１）勤務時間の状況（令和４年度） 

  ア 毎日勤務職員 

    勤務日  月曜日～金曜日（休日・年末年始を除く。） 

    勤務時間 ８時３０分～１７時１５分 

    内、休憩時間 １時間 

 

  イ 交替制勤務職員 

    勤務日  ３週間サイクルで７当務及び１日勤 

    勤務時間 当務日は２４時間の内、勤務時間１５時間３０分 

休憩時間 ８時間３０分 

日勤日については、毎日勤務者と同じ。 

（２）休暇制度の状況（令和４年） 

  ア 年次有給休暇 

制度概要 平均取得日数 

１年につき２０日付

与。（現年付与分のみ翌

年度に繰越可） 

１５．２日 

※ 徳島県派遣職員等を除く。 

イ 特別休暇 

種  別 内容、取得条件等 付与日数 

主

な

特

別

休

暇

な

ど 

ドナー休暇 
骨髄移植のための骨髄液の提供者

として、検査入院等が必要なとき 
必要期間 

結婚休暇 
職員の結婚に伴う必要と認められ

る行事等 

１０日を超えない期

間 

産前休暇 
８週間以内（多胎妊娠の場合は１

４週間）に出産予定である職員 

出産日までの申出期

間 

産後休暇 職員が出産したとき 
８週間を経過するま

での期間 

育児時間休業 

生後満１歳に達しない子を育てる

職員が、必要と認められる授乳等

を行うため勤務しないことがやむ

を得ないと認められるとき 

１日２回それぞれ３

０分以内の期間 
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妊娠及び分娩後

の保健指導又は

健康診査休暇 

妊娠中又は分娩後に母子保健法に

規定する保健指導又は健康診査を

受ける場合 

・ 妊娠７月まで（４

週間に１回） 

・ ８月～９月まで

（２週間に１回） 

・ 10 月～分娩まで

（１週間に１回） 

・ 分娩後１年まで

（１回） 

生理休暇 
生理日において勤務することが著

しく困難な場合 

２日を超えない範囲

で必要とする期間 

子の看護休暇 

中学生修学の始期に達するまでの

子を養育する職員が、その子を看

護する必要があるとき 

一の年に５日以内

（小学校就学の始期

に達するまでの子が

2 人以上の場合にあ

っては、10 日） 

配偶者出産休暇 
配偶者の出産時において夫の介助

を必要とするとき 

３日を超えない範囲

で必要とする期間 

忌引休暇 職員の親族が死亡したとき 

続柄に応じて付与 

配偶者 10 日以内 

血族父母 7 日以内 

子    5 日以内 

姻族父母 3 日以内 

 

 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況（令和４年度） 

懲戒処分及び分限処分の該当者はありません。 

 

 

５ 職員の服務の状況（令和４年度） 

  地方公務員法第３０条に「全ての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のため

に勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければな

らない。」と規定されています。 

  職員には、命令に従う義務、秘密を守る義務、信用失墜行為及び争議行為の禁止

等の義務が課されています。 

  服務違反の該当者はありません。 
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６ 職員の研修（令和４年度） 

  高度化、複雑多様化する住民のニーズに的確に対応するため、職員の資質・勤務

能率の向上に努めています。 

区  分 研修の名称 受講者数 研修の概要 

一般職員 

派遣研修（徳

島県等） 

１０人 

介護保険・高齢者保健福祉事業説明 

徳島県町村監査委員協議会 

地域活性化のための政策作り 

介護認定審査会委員研修 

障害審査会委員研修 

監査事務研修 

ハローワーク人権啓発研修 

人権啓発推進員研修 

職場内研修 
１２人 

労働安全衛生研修、人権研修、健康

管理研修 

消防職員 

派遣研修（徳

島県、徳島県

市町村衛生

管理者協議

会、徳島県消

防学校、消防

大学校、救急

救命九州研

修所、病院実

習他） 

６２人 

徳島県消防学校研修 

警防科、予防査察科、上級幹部科、

救助科、通信指令課程 

徳島県 

 課長補佐級研修、係長研修、職員

研修Ⅱ、職員研修Ⅰ、職場の安全

衛生研修会、安全運転管理者研修 

徳島県市町村衛生管理者協議会 

 衛生管理者研修 

救急救命九州研修所 

救急救命士養成 

病院実習 

救急救命士病院実習、気管挿管病

院実習 

職場内研修 ９９０人 

人権啓発研修、交通安全運転研修、

緊急車両安全運転研修、労働安全研

修、労働衛生管理研修、救急救命士

研修、救急症例検討会、予防研修、

消防実務研修、救急救助実務研修、

機器取扱研修、健康管理研修､個人

情報保護研修、 

合  計 
 

１,０５４人 
 

※ 令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの期間です。なお、人数につい

ては、延人数となっています。 
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７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）安全衛生管理体制の状況（令和４年度） 

   労働安全衛生法に基づき、職員の安全衛生管理組織の確立、健康管理の徹底及 

  び快適な職場環境の形成を図るため、次の安全管理体制をとっています。 

委員会名 設置数 

安 全 委 員 会 １ 

衛 生 委 員 会 １ 

（２）健康診断事業の状況（令和４年度） 

   労働安全衛生法に基づき、職員の疾病予防、健康障害の早期発見を図るため、 

定期健康診断及びその他の健康診断を実施しました。 

区  分 実 施 事 業 
定期健康診断受診率（人間

ドックによるものを含む。） 

連 合 長 部 局 
定期健康診断（１回）、人間ドック、

がん検診 
１００％ 

消 防 本 部 
定期健康診断（２回）、人間ドック、

がん検診 
１００％ 

（３）健康推進事業の状況                  （令和４年度） 

主 な 実 施 事 業 

・ 健康管理啓発研修（メンタルヘルスヘルスセミナー参加、メンタルヘルス研

修及びビデオ等による健康管理研修） 

・ 保健講座、衛生管理研修への参加、 

（４）互助会制度の状況 

   協同互助会の規程に基づき、福利厚生事業を実施しました。 

 ア 会員数       （令和４年４月１日現在） 

互助会名 会員数 

徳島県市町村職員互助会 １２４人 

イ 財源 

区   分 会員掛金（円）Ａ 連合負担金（円）Ｂ Ａ：Ｂ 

令和４年度決算 １，５００，０００ １，５００，０００ １：１ 

（５）職員が公務中あるいは通勤途上で死亡し、又は負傷や疾病により障害を負った

場合などは、地方公務員災害補償法に基づきその補償を受けることができますが、

令和４年度に公務災害として申請・認定された 事案は次のとおりです。 

区  分 認定件数 

公務災害 通勤災害 計 

連 合 長 部 局 ― ― ― 

消 防 本 部 ― ― ― 



 9 

 

８ 職員の主な資格取得状況（令和５年４月１日現在） 

資格の種類 取得者数 

救急救命士 ３４人 

玉掛け技能士 ８６人 

小型移動式クレーン ８１人 

２級小型船舶操縦士 ８３人 

大型自動車免許 ７７人 

中型自動車免許 ２２人 

ガス溶接技能士 ４１人 

第２級特殊無線技士 １１９人 

特別管理産業廃棄物管理責任者 １０人 

 


